
手直し 不合格

合格

完了

※詳細については、水道課へお問い合わせ下さい。

量水器借用
※5
給水申込負担金、検査手数料を納付後
に検査となります。
公道へ布設した場合は占用の完了済証
交付後に検査となります。

竣工 ※4
検査日調整

(平日の火～木曜日) 検査 ※5

※4
公道へ布設した場合は
占用の完了届が必要です。

不承認

着工 ※3 承認※2

※3
公道へ布設する場合は
占用の着手届が必要です。

※2
審査から承認までは
１週間程度要します。

納付
納付書発行

給水申込負担金
検査手数料

給水装置工事時のチャート図

道路占用申請 ※1
※1
公道へ布設する場合に必要となります。

許可

事前調査・確認 設計 給水申請 審査


